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【給付金】家賃支援給付金

【感染症で特に大きな影響を受ける事業者の家賃支援】

【給付要件】

5月～12月で以下の状況でいずれかに
該当

1. 1か月の売上が対前年比50％以上
減少

2. 連続する3か月の売上が対前年比
30％以上減少

【給付額：法人の場合】

• 給付額50万円/月まで給付率2/3

• 給付額50～100万円/月まで1/3

2階建ての構造（右図参照）

最大6か月支給（最大600万円）

【イメージ図（1か月あたり）】


